
 阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸 

 

阿賀野市規則第２０号 

   阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市子ども・子育て支援法施行規則（平成２７年阿賀野市規則第３１号）の一部

を次のように改正する。 

 目次中 

「第４章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者 

  第１節 特定教育・保育施設（第３５条―第４２条） 

  第２節 特定地域型保育事業者（第４３条―第５０条） 

  第３節 業務管理体制の整備等（第５１条―第５３条） 

 第５章 特定子ども・子育て支援施設等（第５４条―第６１条） 

 第６章 費用（第６２条） 

 第７章 雑則（第６３条）                 」 

を 

「第４章 乳児等のための支援給付 

  第１節 乳児等支援支給認定等（第３５条―第４１条） 

  第２節 乳児等支援給付費の支給（第４２条） 

 第５章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者 

  第１節 特定教育・保育施設（第４３条―第５０条） 

  第２節 特定地域型保育事業者（第５１条―第５８条） 

  第３節 業務管理体制の整備等（第５９条―第６１条） 

 第６章 特定乳児等通園支援事業者（第６２条―第７０条） 

 第７章 特定子ども・子育て支援施設等（第７１条―第７８条） 

 第８章 費用（第７９条） 

 第９章 雑則（第８０条）                 」 

に改める。 

 第６３条を第８０条とし、第７章を第９章とする。 

 第６章中第６２条を第７９条とし、同章を第８章とする。 

 第６１条中「第４０条第４項」を「第４８条第４項」に改め、第５章中同条を第７８

条とする。 

 第６０条を第７７条とする。 

8.4.10 



 第５９条第２項中「第３９条第２項」を「第４７条第２項」に改め、同条第４項中「第

３９条第４項」を「第４７条第４項」に改め、同条を第７６条とする。 

 第５８条を第７５条とし、第５４条から第５７条までを１７条ずつ繰り下げる。 

 第５章を第７章とする。 

 第５３条第２項中「第４０条第２項」を「第４８条第２項」に改め、同条第４項中「第

４０条第４項」を「第４８条第４項」に改め、第４章第３節中同条を第６１条とする。 

 第５２条を第６０条とし、第５１条を第５９条とする。 

 第５０条中「第４０条第４項」を「第４８条第４項」に改め、第４章第２節中同条を

第５８条とする。 

 第４９条を第５７条とする。 

 第４８条第２項中「第４０条第２項」を「第４８条第２項」に改め同条第４項中「第

４０条第４項」を「第４８条第４項」に改め、同条を第５６条とする。 

 第４７条を第５５条とし、第４３条から第４６条までを８条ずつ繰り下げる。 

 第４２条中「第４０条第４項」を「第４８条第４項」に改め、第４章第１節中同条を

第５０条とする。 

 第４１条を第４９条とし、第３５条から第４０条までを８条ずつ繰り下げる。 

 第４章を第５章とし、同章の次に次の１章を加える。 

   第６章 特定乳児等通園支援事業者等 

 （確認の申請） 

第６２条 府令第４４条の２において準用する府令第３９条の規定による申請は、阿賀

野市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則（令和８年阿賀野市規則第１５号）第

２条に定める乳児等通園支援事業認可申請書（兼）特定乳児等通園支援事業者確認申

請書（第１号様式）により申請するものとする。 

 （確認を行わない場合の通知） 

第６３条 市長は、法第５４条の２第２項の規定による申請について、法第５４条の２

第１項の確認を行わないときは、別に定める特定乳児等通園支援事業者確認申請却下

通知書により、当該申請を行った者に通知するものとする。 

 （確認の変更の申請） 

第６４条 府令第４４条の２において準用する府令第４０条の規定による申請は、別に

定める特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書（利用定員の増加）により行うもの

とする。 

 （確認の変更の届出） 

第６５条 府令第４４条の２において準用する府令第４１条第１項の規定による届出は、

別に定める特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書（利用定員の変更以外）により



行うものとする。 

２ 府令第４４条の２において準用する府令第４１条第３項において準用する府令第３

４条の届出は、別に定める特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書（利用定員の減

少）により行うものとする。 

 （確認の辞退） 

第６６条 法第５４条の３において準用する法第４８条の規定による法第５４条の２第

１項の確認の辞退は、別に定める乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書（兼）

特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書により行うものとする。 

 （報告等） 

第６７条 法第５４条の３において準用する法第５０条第１項の規定による報告又は物

件の提出若しくは提示の命令は、別に定める報告等命令書により行うものとする。 

 （勧告、命令等） 

第６８条 法第５４条の３において準用する法第５１条第１項の規定による勧告は、別

に定める措置勧告書により行うものとする。 

２ 法第５４条の３において準用する法第５１条第２項の規定による公表は、次に掲げ

る方法により行うものとする。 

   掲示場に掲示する。 

３ 法第５４条の３において準用する法第５１条第３項の規定による命令は、別に定め

る措置命令書により行うものとする。 

４ 法第５４条の３において準用する法第５１条第４項の規定による公示は、次に掲げ

る方法により行うものとする。 

   掲示場に掲示する。 

 （確認の取消し等） 

第６９条 法第５４条の３において準用する法第５２条第１項の規定により、法第５４

条の２第１項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止する

ときは、法第５４条の３において準用する法第５３条の規定による公示をするほか、

別に定める特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書により通知するものとす

る。 

 （公示の方法） 

第７０条 第６８条第４項の規定は、法第５４条の３において準用する法第５３条の規

定による公示について準用する。 

 第３章の次に次の１章を加える。 

   第４章 乳児等のための支援給付 

    第１節 乳児等支援支給認定等 



 （乳児等支援給付認定の申請） 

第３５条 法第３０条の１５第２項の認定（以下「乳児等支援給付認定」という。）を受

けようとする小学校就学前子どもの保護者（以下「乳児等支援給付認定保護者」とい

う。）は、府令第２８条の２２の定めるところにより、別に定める乳児等支援給付（こ

ども誰でも通園制度）認定申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 次の各号に掲げる支給対象小学校就学前子どもの保護者は、法第３０条の２０第３

項の規定による費用の額の算定のために必要な書類として、当該各号に該当すること

を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべ

き事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることが

できる。 

 (１) 障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども 

 (２) 医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども 

 (３) 要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども 

 (４) 生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども 

 （乳児等支援支給認定証） 

第３６条 市長は、前条に規定する申請について、乳児等支援給付認定を行ったときは、

当該乳児等支援給付認定保護者にその旨を通知するとともに、希望のあった乳児等支

援給付認定保護者に対し、別に定める乳児等支援支給認定証（こども誰でも通園制度

認定証）（以下「認定証」という。）を交付するものとする。 

 （乳児等支援給付認定申請の却下の通知） 

第３７条 市長は、第３５条の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児

等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、別に定める乳児等

支援給付（こども誰でも通園制度）認定申請却下通知書により、その旨を当該申請に

係る保護者に通知するものとする。 

 （受給事由の消滅の届出） 

第３８条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等

支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他

の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、別に定める乳児等支援給付

（こども誰でも通園制度）認定消滅届出書により、その旨を市長に届け出なければな

らない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満３歳に達したことにより支給対象小

学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。 

 （乳児等支援給付認定の取消しの通知） 

第３９条 府令第２８条の２５第１項及び第２項の規定に基づき、乳児等支援給付認定

の取消しを行ったときは、別に定める乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定



取消通知書により乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。 

２ 前項の場合において、乳児等支援給付認定保護者に認定証を交付しているときは、

当該認定証の返還を求めるものとする。ただし、認定証が既に市長に提出されている

ときは、この限りでない。 

 （乳児等支援給付認定の変更の届出） 

第４０条 府令第２８条の２６第１項の規定により乳児等支援給付認定の変更の認定を

申請しようとする乳児等支援給付認定保護者は、別に定める乳児等支援給付（こども

誰でも通園制度）認定変更届出書を、市長に提出しなければならない。この場合にお

いて、認定証の交付を受けているときは、当該認定証を添付しなければならない。 

２ 乳児等支援給付認定保護者は、府令第２８条の２６第１項に規定する場合のほか、

乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支

援給付認定子どもの第３６条第２項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第

２８条の２６の規定の例により、その旨を市長に届け出なければならない。 

 （乳児等支援支給認定証の再交付の申請） 

第４１条 乳児等支援給付認定保護者は、府令第２８条の２７第２項に規定する認定証

の再交付の申請をしようとするときは、別に定める乳児等支援支給認定証再交付申請

書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、府令第２８条の２７第２項の規定に

より、交付するものとする。 

３ 乳児等支援給付認定保護者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見し

たときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。 

    第２節 乳児等支援給付費の支給 

 （特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求） 

第４２条 法第３０条の２０第７項の規定による支給を受けようとする特定乳児等通園

支援事業者は、別に定める乳児等支援給付費に係る請求書を市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を

求めることができる。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 


